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(57)【要約】
【課題】所望の領域の画質を向上させつつ、ボリューム
レートの低下の防止を図ることができる超音波診断装置
を提供する。
【解決手段】送受信部３は制御部８の制御の下、診断部
位に対して設定された関心領域に対する超音波ビームの
送信の走査線密度を、関心領域以外の領域に対する超音
波ビームの送信の走査線密度よりも高くして、その診断
部位を超音波ビームで走査する。さらに、送受信部３は
、関心領域以外の領域については並列同時受信を行う。
これにより、関心領域については高精細な画像を取得し
つつ、ボリュームレートの低下を防止することが可能と
なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所望の３次元領域のうち、関心領域に対する超音波ビームの送信の走査線密度を、前記
関心領域以外の領域に対する超音波ビームの送信の走査線密度よりも高くして、前記所望
の３次元領域を超音波ビームで走査するスキャン手段と、
　前記走査によって取得された受信ビームに基づいて前記所望の３次元領域の超音波画像
データを生成する画像生成手段と、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記スキャン手段は、前記関心領域以外の領域では並列同時受信を行うことを特徴とす
る請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記スキャン手段は、超音波ビームを主走査方向に走査して所定のスライス面を走査し
、さらに、前記主走査方向に直交する方向に超音波ビームを走査して複数のスライス面を
走査することで、前記所望の３次元領域を走査し、各スライス面における超音波ビームの
送信回数と並列同時受信数を変えることで、前記各スライス面で受信される受信ビームの
本数を等しくすることを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記スキャン手段は、
　前記各スライス面における前記関心領域以外の領域に対しては、超音波ビームを間引き
して送信する送信手段と、
　前記関心領域以外の領域では並列同時受信を行う受信手段と、
　を有することを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　予め取得された超音波画像であって、超音波ビームの送信方向に略直交する面の超音波
画像を表示手段に表示させ、前記略直交する面の超音波画像上で前記関心領域の指定を受
け付ける制御手段を更に有することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載
の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、診断の対象となる部位を模した形状を有し、関心領域を指定するため
のマーカを生成して、前記略直交する面の超音波画像に重ねて前記表示手段に表示させる
ことを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記スキャン手段は、心臓を診断部位として超音波ビームで走査し、
　前記画像生成手段は、その走査によって取得された受信ビームに基づいて、前記心臓の
超音波画像であって、前記略直交の面の超音波画像データを生成し、
　前記制御手段は、前記関心領域を指定するためのマーカであって、心臓の形状を模して
３つの領域に分割された楕円状のマーカを生成して、前記略直交の面の超音波画像データ
に基づく超音波画像に重ねて前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項６に記載
の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記スキャン手段は、前記関心領域のみを超音波ビームで走査し、
　前記画像生成手段は、前記走査していない領域においては、受信ビームが存在すると仮
定して、前記各スライス面で受信される受信ビームと、その仮定した受信ビームとを合わ
せた受信ビームの数を各スライス面において等しくして、前記所望の３次元領域の超音波
画像データを生成することを特徴とする請求項３から請求項７のいずれかに記載の超音波
診断装置。
【請求項９】
　前記スキャン手段は、前記表示手段の表示画面正面に存在する領域を前記関心領域とし
、超音波ビームの送信の走査線密度を、その領域以外の領域に対する超音波ビームの送信
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の走査線密度よりも高くして、前記所望の３次元領域を超音波ビームで走査することを特
徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　所望の３次元領域を超音波ビームで走査するスキャン手段と、コンピュータと、を備え
た超音波診断装置の前記コンピュータに、
　関心領域の指定を受け付けて、前記所望の３次元領域のうち、前記関心領域以外の領域
に対する超音波ビームの送信回数を間引くことで、前記関心領域に対する超音波ビームの
送信の走査線密度が、前記関心領域以外の領域に対する超音波ビームの送信の走査線密度
よりも高くなるように、前記関心領域と前記関心領域以外の領域における走査線密度を求
める演算機能を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項１１】
　前記スキャン手段は、前記超音波ビームを主走査方向に走査して所定のスライス面を走
査し、さらに、前記主走査方向に直交する方向に超音波ビームを走査して複数のスライス
面を走査することで、前記所望の３次元領域を走査し、前記関心領域以外の領域では並列
同時受信を行い、
　前記演算機能は、各スライス面で受信される受信ビームの本数が等しくなるような、前
記各スライス面における超音波ビームの送信回数と並列同時受信数を求めることを特徴と
する請求項１０に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、３次元領域を超音波によって走査する超音波診断装置に関し、特に、領域
によって送受信条件を変えて超音波を走査する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波の送受信を繰り返しながら所定範囲を走査（スキャン）し、
その走査で得られたデータに基づいて超音波画像を生成する。
【０００３】
　所謂２次元超音波プローブは、超音波振動子を２次元的に配列することにより、３次元
領域を超音波ビームによって走査することができる。３次元的に走査が行われることによ
って取得されたボリュームデータは、ボリュームレンダリング処理（以下、ＶＲ処理と称
する場合がある）やＭＰＲ処理（Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌａｎｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔ
ｉｏｎ）などの画像処理が施されることにより、３次元画像データや任意断面における画
像データなどが生成される。
【０００４】
　このような超音波診断装置では、ボリュームレートと超音波画像の画質とはトレードオ
フの関係になっている。例えば、ボリュームレートを高めつつ、高精細な超音波画像を取
得する場合、３次元の走査領域を狭くして走査する必要がある。超音波ビームの送受信回
数を減らして超音波ビームの走査線密度を粗くすれば、ボリュームレートを向上させるこ
とができるが、その走査で取得される超音波画像の画質は低下してしまう。一方、超音波
ビームの送受信回数を増やして超音波ビームの走査線密度を高くすれば、高精細な超音波
画像を取得することができるが、その走査でのボリュームレートは低下してしまう。この
ように、超音波ビームの走査線の密度が高いほど、その走査によって取得される超音波画
像の画質は向上するが、ボリュームレートは低下してしまう。一方、超音波ビームの走査
線の密度が低いほど、その走査でのボリュームレートは向上するが、その走査によって取
得される超音波画像の画質は低下してしまう。
【０００５】
　従来においては、超音波ビームの送受信によって取得された超音波画像上に関心領域（
ＲＯＩ）を設定し、超音波ビームによって走査する範囲を制限する機能を有する超音波診
断装置が提案されている（例えば特許文献１）。
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【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２４５９３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来においては、超音波ビームで走査する領域全体の走査線密度を変更
していたため、所望の３次元領域を超音波ビームで走査することで３次元の超音波画像を
取得するにあたって、その超音波画像に表されている部位のうち、診断に必要な部位のみ
の画質を向上させることはできなかった。例えば、心臓の超音波画像を取得する場合であ
って、その心臓のうち心臓壁を注目する場合であっても、その心臓壁の画質のみを向上さ
せることはできなかった。このように、従来においては、超音波画像全体の画質を調整す
ることができるのみで、部分的に超音波画像の画質を調整することができなかった。
【０００８】
　走査する領域全体の走査線密度の変更のみが可能であると、走査する領域全体の走査線
密度を低くした場合、ボリュームレートは向上するが、注目部位の画質が低下してしまい
、診断に適した高精細な超音波画像が得られなくなってしまう問題がある。また、走査す
る領域全体の走査線密度を高くした場合、注目部位を含めた全体の画質は向上するが、ボ
リュームレートが低下してしまうため、リアルタイム性を求める診断に適した超音波画像
が得られなくなってしまう問題がある。
【０００９】
　例えば、心臓のように動いている部位を診断する場合はリアルタイム性が要求されるた
め、ボリュームレートを向上させようとして走査する領域全体の走査線密度を低くすると
、心臓壁などの注目部位の画質までも低下してしまう問題がある。一方、心臓壁などの注
目部位の画質を向上させるために、走査する領域全体の走査線密度を高くすると、ボリュ
ームレートが低下してしまうため、心臓などの動いている部位の診断に適した超音波画像
が得られなくなってしまう問題がある。
【００１０】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、所望の領域の画質を向上させつつ、ボリ
ュームレートの低下の防止を図ることができる超音波診断装置、及び超音波診断装置の制
御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、所望の３次元領域のうち、関心領域に対する超音波ビームの
送信の走査線密度を、前記関心領域以外の領域に対する超音波ビームの送信の走査線密度
よりも高くして、前記所望の３次元領域を超音波ビームで走査するスキャン手段と、前記
走査によって取得された受信ビームに基づいて前記所望の３次元領域の超音波画像データ
を生成する画像生成手段と、を有することを特徴とする超音波診断装置である。
【００１２】
　請求項１０に記載の発明は、所望の３次元領域を超音波ビームで走査するスキャン手段
と、コンピュータと、を備えた超音波診断装置の前記コンピュータに、関心領域の指定を
受け付けて、前記所望の３次元領域のうち、前記関心領域以外の領域に対する超音波ビー
ムの送信回数を間引くことで、前記関心領域に対する超音波ビームの送信の走査線密度が
、前記関心領域以外の領域に対する超音波ビームの送信の走査線密度よりも高くなるよう
に、前記関心領域と前記関心領域以外の領域における走査線密度を求める演算機能を実行
させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によると、関心領域での超音波ビームの送信の走査線密度を関心領域以外の領
域よりも高くすることで、関心領域の画質を向上させつつ、ボリュームレートの低下を防
止することが可能となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（構成）
　この発明の実施形態に係る超音波診断装置の構成について、図１及び図２を参照して説
明する。図１は、この発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図
である。図２は、２次元超音波プローブによって走査される領域を示す図である。
【００１５】
　この実施形態に係る超音波診断装置１は、関心領域（ＲＯＩ）として指定された領域に
おいては、超音波ビームの送信の走査線密度を高くすることで高精細な超音波画像を取得
する。また、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域においては、並列同時受信を行って超音波ビ
ームの送信の走査線密度を低くすることで、ボリュームレートを向上させる。これにより
、関心領域（ＲＯＩ）においては高精細な超音波画像を取得しつつ、全体のボリュームレ
ートの低下を防止する。以下、超音波診断装置１の各部の構成を説明する。
【００１６】
　超音波プローブ２は、超音波振動子がマトリックス（格子）状に配置された２次元超音
波プローブからなり、３次元的に超音波ビームを送信して反射波を受信することで、放射
状に広がる形状の３次元データをエコー信号として受信する。また、２次元超音波プロー
ブの代わりに、１次元超音波プローブを超音波プローブ２に用いてもよい。例えば、超音
波振動子が所定方向（走査方向）に配列され、超音波振動子を走査方向に直交する方向に
機械的に揺動可能な１次元超音波プローブを用いてもよい。
【００１７】
　ここで、超音波プローブ２によって走査される領域について図２を参照して説明する。
図２（ａ）に示すように、超音波プローブ２が走査できる走査領域Ｓは、３次元的な空間
である。具体的には、超音波ビームを送受信方向（図中のＹ方向）に送信して主走査方向
（図中のＸ方向）に超音波ビームを走査することで、送受信方向（Ｙ方向）と主走査方向
（Ｘ方向）とで規定されるスライス面Ｓ１を走査する。さらに、主走査方向に直交する副
走査方向（図中のＺ方向）に超音波ビームを走査することで、複数のスライス面Ｓ１、Ｓ
２、Ｓ３、・・・を走査し、これによって、３次元空間である走査領域Ｓを走査する。
【００１８】
　送受信部３は送信部と受信部とを備え、超音波プローブ２に電気信号を供給して超音波
ビームを発生させるとともに、超音波プローブ２が受信したエコー信号を受信する。
【００１９】
　送受信部３の送信部は、図示しないクロック発生回路、送信遅延回路、及びパルサ回路
を備えている。クロック発生回路は、超音波信号の送信タイミングや送信周波数を決める
クロック信号を発生する回路である。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延を掛けて送
信フォーカスを実施する回路である。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した個別経路
（チャンネル）の数分のパルサを内蔵し、遅延が掛けられた送信タイミングで駆動パルス
を発生し、超音波プローブ２の各超音波振動子に供給するようになっている。
【００２０】
　送受信部３の送信部は、制御部８から出力された制御信号に従って、超音波プローブ２
に電気信号を供給して超音波ビームを発生させる。その制御信号には、超音波プローブ２
による走査範囲を示す情報などが含まれ、送信部はその情報に従って超音波プローブを駆
動する。
【００２１】
　また、送受信部３の受信部は、図示しないプリアンプ回路、Ａ／Ｄ変換回路、及び受信
遅延・加算回路を備えている。プリアンプ回路は、超音波プローブ２の各超音波振動子か
ら出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換回路は、増幅され
たエコー信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延・加算回路は、Ａ／Ｄ変換後のエコー信号に対
して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え、加算する。その加算により、受信
指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。なお、この送受信部３によって加算処
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理された信号を「ＲＦデータ（または、生データ）」と称する。
【００２２】
　送受信部３の送信部は、制御部８の制御の下、超音波ビームを部分的に間引きして送信
することが可能となっている。つまり、送信部は、超音波ビームの送信の走査線密度を部
分的に変えて送信することが可能となっている。また、送受信部３の受信部は、制御部８
の制御の下、並列同時受信可能な構成となっている。つまり、受信部は、１回の超音波ビ
ームの送信で、複数の異なる方向の走査線に対応する複数の受信ビームを生成することが
できる。例えば、並列同時受信数が「４」であれば、送受信部３は、１回の超音波ビーム
の送信で、送信方向を中心として対称な４本の走査線上の受信ビームを生成することがで
きる。
【００２３】
　送受信部３から出力されるＲＦデータは、信号処理部４に出力される。信号処理部４は
、Ｂモード処理部やＣＦＭ処理部などを備えて構成されている。
【００２４】
　信号処理部４のＢモード処理部は、エコーの振幅情報の映像化を行い、エコー信号から
超音波ラスタデータを生成する。具体的には、ＲＦデータに対してバンドパスフィルタ処
理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波し、検波されたデータに対して対数変換によ
る圧縮処理を施す。また、信号処理部４のＣＦＭ処理部は、動いている血流情報の映像化
を行い、カラー超音波ラスタデータを生成する。血流情報には、速度、分散、パワー等の
情報があり、血流情報は２値化情報として得られる。具体的には、ＣＦＭ処理回路は、位
相検波回路、ＭＴＩフィルタ、自己相関器、及び流速・分散演算器から構成されている。
このＣＦＭ処理回路は、組織信号と血流信号とを分離するためのハイパスフィルタ処理（
ＭＴＩフィルタ処理）が行われ、自己相関処理により血流の移動速度、分散、パワー等の
血流情報を多点について求める。
【００２５】
　画像生成部５は、信号処理部４から複数の超音波ラスタデータを受けて、座標変換によ
ってボクセルデータを生成する。そして、画像生成部５は、ボクセルデータに対して、サ
ーフェイスレンダリング処理や、ボリュームレンダリング処理や、ＭＰＲ処理（Ｍｕｌｔ
ｉ　Ｐｌａｎｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）などの画像処理を施すことに、３
次元画像データや任意断面における画像データなどの超音波画像データを生成する。この
画像生成部５が、この発明の「画像生成手段」の１例に相当する。
【００２６】
　表示制御部６は、画像生成部５によって生成された超音波画像データに基づく画像を表
示部７１に表示させる。ここで、表示部７１に表示される画像の１例について図３を参照
して説明する。図３は、超音波画像を示す表示画面の図である。
【００２７】
　例えば、画像生成部５によって、３次元画像データ、スライス面に沿った断層像データ
、及び、送受信方向に直交する面に沿った断層像データ（以下、「Ｃ面画像データ」と称
する）が生成された場合、図３（ａ）に示すように、表示制御部６は、３次元画像３１、
スライス面に沿った断層像３２、及び、Ｃ面画像３３を表示部７１に同時に表示させる。
このように、複数種類の画像を表示することで、複数方向から診断部位を観察することが
できる。図３においては、心臓を診断部位として、心臓の３次元画像、断層像、及びＣ面
画像を１例として示している。
【００２８】
　そして、表示制御部６は、関心領域（ＲＯＩ）を表すマーカを各画像にそれぞれ重ねて
表示させる。この実施形態では、画質を向上させる領域を関心領域（ＲＯＩ）によって指
定する。例えば、図３（ｂ）に示すように、表示制御部６は、Ｃ面画像３３に関心領域（
ＲＯＩ）を表すマーカ３４を重ねて表示させる。また、表示制御部６は、マーカ３４の位
置に合わせて、関心領域（ＲＯＩ）を表すマーカ３１ａを３次元画像３１に重ねて表示さ
せ、関心領域（ＲＯＩ）を表すマーカ３２ａを断層像３２に重ねて表示させる。マーカは
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、操作者が入力部７２を用いて任意の形状に変え、任意の位置に設定することができる。
関心領域（ＲＯＩ）を表すマーカによって指定された領域が、高精細な画像の取得対象と
なる領域である。
【００２９】
　この実施形態では、１例として心臓を診断部位として説明する。心臓の心壁は３つの筋
肉（壁）で構成されており、それぞれの筋肉には栄養血管である環状動脈が存在する。冠
状動脈の動きが悪くなると心機能が低下し、梗塞を引き起こす。このような場合、心壁を
注目して診断が行われるため、心壁の高精細な超音波画像が必要となる。従って、関心領
域（ＲＯＩ）に心壁を含めさせる。
【００３０】
　例えば、Ｃ面画像３３には心筋が表されているため、Ｃ面画像３３上に、心筋に模した
形状の関心領域（ＲＯＩ）を設定する。図３（ｂ）に示す例では、表示制御部６は、Ｃ面
画像３３上に心筋の形状に模したマーカ３４を重ねて表示させる。
【００３１】
　ここで、Ｃ面画像３３上に表示される心筋の形状に模したマーカ３４について、図４を
参照して説明する。図４は、関心領域（ＲＯＩ）を表すマーカを示す模式図である。図４
に示すように、心筋の形状に模したマーカ３４は、３つの領域３４ａ、３４ｂ、３４ｃに
分けられている。これら３つの領域３４ａ、３４ｂ、３４ｃは、心壁の３つの筋肉（壁）
の形状に対応している。これら３つの領域３４ａ、３４ｂ、３４ｃの形状は、操作者が入
力部７２を用いて任意の形状に変えることができる。このように、心壁に相当するマーカ
３４を、心筋が表されているＣ面画像３３に重ねて表示することにより、心壁に対する関
心領域（ＲＯＩ）の設定が容易になる。
【００３２】
　以上のように、注目部位の形状を模したマーカによって関心領域（ＲＯＩ）を指定する
ことで、高精細な画像を得たい領域を簡便に指定することが可能となる。
【００３３】
　さらに、操作者は入力部７２を用いることで、マーカ３４に含まれる３つの領域３４ａ
、３４ｂ、３４ｃのうち、すべての領域を関心領域（ＲＯＩ）として指定したり、３つの
領域のうち、２つ又は１つの領域を関心領域（ＲＯＩ）として指定したりしてもよい。例
えば、心筋のすべての領域を詳細に観察したい場合、操作者は入力部７２を用いて、マー
カ３４に含まれる３つの領域３４ａ、３４ｂ、３４ｃのすべてを関心領域（ＲＯＩ）とし
て指定すればよい。また、例えば、領域３４ａに含まれる領域のみを特に詳細に観察した
い場合は、領域３４ａのみを関心領域（ＲＯＩ）として指定すればよい。
【００３４】
　以上のように、ユーザインタフェース７を用いて関心領域（ＲＯＩ）が指定されると、
ユーザインタフェース７から制御部８に関心領域（ＲＯＩ）の位置情報が出力される。
【００３５】
　制御部８は、超音波診断装置１の各部を制御する。この実施形態では、制御部８は、関
心領域（ＲＯＩ）の指定を受け付けて、超音波ビームの送信回数（送信の走査線密度）と
並列同時受信数を求めて、送受信部３の送信部による超音波ビームの送信回数（送信の走
査線密度）を制御し、さらに、送受信部３の受信部による並列同時受信数を制御する。具
体的には、制御部８は、スキャンシーケンス決定部９と記憶部１０を備え、スキャンシー
ケンス決定部９が、超音波ビームの送信回数（送信の走査線密度）と並列同時受信数を求
める。以下、スキャンシーケンス決定部９の処理内容について、図５を参照して説明する
。図５は、関心領域の内外における超音波ビームの送信回数と、受信ビームの本数を示す
模式図である。
【００３６】
　図５は、超音波プローブ２を上部から見た模式図であり、超音波ビームの受信位置２１
、スライス面Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、・・・、及び関心領域（ＲＯＩ）２２が表されている。
図５において斜線で示す関心領域（ＲＯＩ）２２は、図２（ｂ）及び図３に示すマーカ３
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４によって指定された領域である。また、マーカ３４に含まれる領域３４ａ、３４ｂ、３
４ｂのうち、すべての領域が指定されている場合、関心領域（ＲＯＩ）２２は領域３４ａ
、３４ｂ、３４ｃを表しており、例えば領域３４ａが指定されている場合、関心領域（Ｒ
ＯＩ）２２は領域３４ａを表していることになる。
【００３７】
　この実施形態では、関心領域（ＲＯＩ）として指定された領域においては、超音波ビー
ムの送信の走査線密度を高め、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域においては超音波ビームを
間引きして送信することで超音波ビームの送信回数を減らして並列同時受信を行う。これ
により、関心領域（ＲＯＩ）については高精細な超音波画像が得られる。また、関心領域
（ＲＯＩ）以外の領域では超音波ビームの送信回数が減るため、ボリュームレートを向上
させることができる。よって、関心領域においては高精細な超音波画像が得られつつ、全
体としてボリュームレートの低下を防止することができる。この実施形態では、１例とし
て、並列同時受信数の最大数を「８」とする。つまり、送受信部３は、１回の超音波ビー
ムの送信で、最大８本の走査線上の受信ビームを生成することができるものとする。
【００３８】
　例えば、図３（ｂ）に示すように、Ｃ面画像３３上において、関心領域（ＲＯＩ）を指
定するマーカ３４が指定されると、ユーザインタフェース７からそのマーカ３４の位置情
報が制御部８に出力される。スキャンシーケンス決定部９はマーカ３４の位置情報を受け
ると、図２（ｂ）に示す各スライス面について、マーカ３４によって特定される関心領域
（ＲＯＩ）の大きさに応じて、関心領域（ＲＯＩ）内における超音波ビームの送信回数（
送信の走査線密度）を決定し、さらに、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域における超音波ビ
ームの送信回数（送信の走査線密度）と並列同時受信数を決定する。
【００３９】
　また、スキャンシーケンス決定部９は、各スライス面での受信ビーム数が同一となるよ
うに、各スライス面における超音波ビームの送信回数と並列同時受信数を調整する。例え
ば、各スライス面における走査線の数を１０本と想定した場合、各スライス面での受信ビ
ームの数が１０本となるように、スキャンシーケンス決定部９は、各スライス面における
超音波ビームの送信回数と並列同時受信数を調整する。
【００４０】
　各スライス面に対して設定される超音波ビームの送信回数（送信の走査線密度）と並列
同時受信数の具体例を、図５を参照して説明する。図５に示すように、スライス面Ｓ１に
は関心領域（ＲＯＩ）２２が含まれていないため、スライス面Ｓ１においては並列同時受
信を行って超音波ビームの送信回数を減らす。例えば、スキャンシーケンス決定部９は、
１０本の走査線のうち、並列同時受信数が「８」の範囲と「２」の範囲に分け、超音波ビ
ームの送信回数を２回と決定する。これにより、送受信部３の送信部は、スライス面Ｓ１
においては超音波ビームを２回送信し、送受信部３の受信部は、１回の送信で８本の受信
ビームを生成し、もう１回の送信で２本の受信ビームを生成することになる。従って、２
回の送信で生成される受信ビームの数は「１０」となる。
【００４１】
　また、スライス面Ｓ２には関心領域（ＲＯＩ）２２が含まれているため、関心領域（Ｒ
ＯＩ）２２に含まれる領域においては、超音波ビームの送信の走査線密度を高め、関心領
域（ＲＯＩ）２２以外の領域において並列同時受信を行って超音波ビームの送信回数を減
らす。例えば、スキャンシーケンス決定部９は、１０本の走査線のうち、関心領域（ＲＯ
Ｉ）２２に含まれる領域においては、その領域の大きさに応じて超音波ビームの送信回数
を４回とし、関心領域（ＲＯＩ）２２以外の領域においては、並列同時受信数が「４」の
範囲と「２」の範囲に分け、超音波ビームの送信回数を２回とする。つまり、スライス面
Ｓ２においては、超音波ビームの送信回数の合計を６回とする。これにより、送受信部３
の送信部は、スライス面Ｓ２においては超音波ビームを６回送信する。具体的には、送受
信部３の送信部は、関心領域（ＲＯＩ）２２に含まれる領域においては超音波ビームを４
回送信し、送受信部３の受信部は計４本の受信ビームを生成する。また、送受信部３の送
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信部は、関心領域（ＲＯＩ）２２以外の領域においては超音波ビームを１回送信し、送受
信部３の受信部は計４本の受信ビームを生成し、さらに、送受信部３はもう１回の送信で
２本の受信ビームを生成する。従って、６回の送信で生成される受信ビームの数は「１０
」となる。
【００４２】
　また、スライス面Ｓ３には関心領域（ＲＯＩ）２２が含まれているため、関心領域（Ｒ
ＯＩ）２２に含まれる領域においては、超音波ビームの送信の走査線密度を高め、関心領
域（ＲＯＩ）２２以外の領域においては、並列同時受信を行って超音波ビームの送信回数
を減らす。例えば、スキャンシーケンス決定部９は、１０本の走査線のうち、関心領域（
ＲＯＩ）２２に含まれる領域においては、その領域の大きさに応じて超音波ビームの送信
回数を６回とし、関心領域（ＲＯＩ）２２以外の領域では、並列同時受信数が「２」の範
囲と「２」の範囲に分け、超音波ビームの送信回数を２回とする。つまり、スライス面Ｓ
３においては、超音波ビームの送信回数の合計を８回とする。これにより、送受信部３の
送信部は、スライス面Ｓ３においては超音波ビームを８回送信する。具体的には、送受信
部３の送信部は、関心領域（ＲＯＩ）２２に含まれる領域においては超音波ビームを６回
送信し、送受信部３の受信部は計６本の受信ビームを生成する。また、送受信部３の送信
部は、関心領域（ＲＯＩ）２２以外の領域においては超音波ビームを１回送信し、送受信
部３の受信部は計２本の受信ビームを生成し、さらに、送受信部３はもう１回の送信で２
本の受信ビームを生成する。従って、８回の送信で生成される受信ビームの数は「１０」
となる。
【００４３】
　そして、スライス面Ｓ４、Ｓ５、Ｓ６、・・・に対しても、関心領域（ＲＯＩ）２２に
含まれる領域においては、超音波ビームの送信の走査線密度を高め、関心領域（ＲＯＩ）
２２以外の領域においては、並列同時受信を行って超音波ビームの送信回数を減らす。
【００４４】
　以上のように、送受信部３は、関心領域（ＲＯＩ）２２に含まれる領域においては、超
音波ビームの送信の走査線密度を高めて並列同時受信を行わず、各送信で１本の受信ビー
ムを生成する。一方、送受信部３は、関心領域（ＲＯＩ）２２以外の領域においては、並
列同時受信を行って超音波ビームの送信の走査線密度を低くする。さらに、すべてのスラ
イス面における受信ビームの数が同一になるように、超音波ビームの送信回数と並列同時
受信数を調整する。この実施形態では、スキャンシーケンス決定部９は、各スライス面に
おける受信ビームの数が１０本となるように、超音波ビームの送信回数と、関心領域（Ｒ
ＯＩ）２２以外の領域における並列同時受信数を調整する。
【００４５】
　そして、制御部８は、各スライス面における超音波ビームの送信回数、並列同時受信数
、及び関心領域（ＲＯＩ）の位置情報をスキャン条件に含ませて送受信部３に出力する。
送受信部３は、制御部８からスキャン条件を受け、そのスキャン条件に従って、図２に示
す走査領域Ｓを超音波ビームによって走査する。
【００４６】
　また、各スライス面においては、受信ビームの本数が同一にならない場合、スキャンシ
ーケンス決定部９は、関心領域（ＲＯＩ）の形状を変形することで、各スライス面におけ
る受信ビームの本数を同一に調整するようにしてもよい。
【００４７】
　この実施形態によると、関心領域（ＲＯＩ）に含まれる領域において超音波ビームの送
信の走査線密度を高めることで、関心領域（ＲＯＩ）について高精細な超音波画像を取得
することができる。また、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域においては、並列同時受信を行
って超音波ビームの送信回数を減らすことで、ボリュームレートを向上させることが可能
となる。これにより、関心領域（ＲＯＩ）においては高精細な超音波画像を取得しつつ、
全体としてボリュームレートの低下を防止してリアルタイム性を維持することが可能とな
る。



(10) JP 2008-99729 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

【００４８】
　例えば、心臓の心筋を観察する場合、この実施形態に係る超音波診断装置１によると、
心臓の動きに対応する程度のリアルタイム性を維持しつつ、注目部位である心筋の精細な
超音波画像を取得することができる。
【００４９】
　さらに、この実施形態によると、各スライス面における受信ビームの本数が同一である
ため、各スライス面において生成された受信ビームに補間処理を施す必要がないため、画
像処理が簡便になる。各スライス面における受信ビームの本数が異なる場合、画像生成部
５は、各スライス面において生成された受信ビームに対して補間処理を施すことで、ボク
セルデータを生成する必要があるが、この実施形態では、その補間処理を施す必要がない
ため、その分、画像処理が簡便になる。
【００５０】
　なお、各スライス面における受信ビームの本数が同一になるように、超音波ビームの送
信回数と並列同時受信数を調整せずに、関心領域（ＲＯＩ）に含まれる領域においては、
超音波ビームの送信の走査線密度を高くし、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域においては、
並列同時受信を行って送信の走査線密度を低くしてもよい。関心領域（ＲＯＩ）に含まれ
る領域においては、超音波ビームの送信の走査線密度が高くなるため、高画質の画像が得
られ、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域においては、並列同時受信を行って超音波ビームの
送信回数を減らすことで、ボリュームレートの低下を防止することが可能となる。この場
合、画像生成部５は、各スライス面において生成された受信ビームに対して補間処理を施
すことで、ボクセルデータを生成する必要がある。
【００５１】
　また、記憶部１０には、この発明の演算機能を実現するスキャンシーケンス決定プログ
ラムを含む制御プログラムが記憶されている。制御部８はＣＰＵを備えて構成され、ＣＰ
Ｕが関心領域（ＲＯＩ）の指定を受け付けると、記憶部１０に記憶されているスキャンシ
ーケンス決定プログラムを実行することで、各スライス面における超音波ビームの送信回
数と並列同時受信数を決定する。なお、超音波プローブ２、送受信部３及び制御部８が、
この発明の「スキャン手段」に相当する。
【００５２】
　ユーザインタフェース７は、表示部７１と入力部７２を備えて構成されている。表示部
７１は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどのモニタからなり、画面上に断層像、３次元画像
又は血流情報などが表示される。入力部７２は、ジョイスティックやトラックボールなど
のポインティングデバイス、スイッチ、各種ボタン、キーボード又はＴＣＳ（Ｔｏｕｃｈ
　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｃｒｅｅｎ）などで構成されて、スキャン条件や関心領域（ＲＯＩ
）などの各種設定が入力される。この入力部７２で入力されたスキャン条件は、制御部８
に送られる。
【００５３】
（動作）
　次に、この発明の実施形態に係る超音波診断装置の動作について、図６を参照して説明
する。図６は、この発明の実施形態に係る超音波診断装置による一連の動作を示すフロー
チャートである。
【００５４】
（ステップＳ０１）
　まず、超音波プローブ２を被検体の体表に当てて、診断部位（心臓）を超音波ビームで
走査する。そして、画像生成部５は、その走査で取得されたボクセルデータに対してボリ
ュームレンダリング処理、ＭＰＲ処理を施すことにより、３次元画像データ、及び断層像
データなどの超音波画像データを生成し、表示制御部６は、その超音波画像データに基づ
く超音波画像を表示部７１に表示させる。例えば、図３（ａ）に示すように、表示制御部
６は、３次元画像３１、断層像３２、及びＣ面画像３３を表示部７１に同時に表示させる
。
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【００５５】
（ステップＳ０２）
　そして、表示制御部６は、関心領域（ＲＯＩ）を特定するためのマーカを超音波画像に
重ねて表示部７１に表示させる。例えば、図３（ｂ）に示すように、表示制御部６は、３
次元画像３１にマーカ３１ａを重ね、断層像３２にマーカ３２ａを重ね、Ｃ面画像３３に
マーカ３４を重ねて表示部７１に表示させる。操作者は、表示部７１に表示されている超
音波画像を観察し、入力部７２を用いてマーカの形状や位置を変えることで、注目部位を
指定する。マーカによって特定された関心領域（ＲＯＩ）の位置情報は、ユーザインタフ
ェース７から制御部８に出力される。
【００５６】
（ステップＳ０３）
　スキャンシーケンス決定部９はユーザインタフェース７から関心領域（ＲＯＩ）の位置
情報を受けると、各スライス面における超音波ビームの送信回数（送信の走査線密度）、
及び並列同時受信数を決定する。このとき、スキャンシーケンス決定部９は、関心領域（
ＲＯＩ）の大きさに応じて、関心領域（ＲＯＩ）内における超音波ビームの送信回数（送
信の走査線密度）を決定し、さらに、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域における超音波ビー
ムの送信回数と並列同時受信数を決定する。また、スキャンシーケンス決定部９は、各ス
ライス面において生成される受信ビームの本数が同一になるように、超音波ビームの送信
回数と並列同時受信数を調整する。
【００５７】
（ステップＳ０４）
　制御部８は、各スライス面における超音波ビームの送信回数と並列同時受信数を含むス
キャン条件を送受信部３に出力して、送受信部３による超音波ビームの送受信を制御する
。送受信部３は、制御部８の制御の下、スキャン条件に従って図２（ａ）に示す走査領域
Ｓを超音波ビームにて走査する。
【００５８】
（ステップＳ０５）
　送受信部３によって各スライス面における受信ビームが生成されると、受信ビームは信
号処理部４によって所定の処理が施され、その後、画像生成部５によって、３次元画像デ
ータ、断層像データ、Ｃ面画像データなどの超音波画像データが生成される。
【００５９】
（ステップＳ０６）
　表示制御部６は、画像生成部５によって生成された画像データに基づく超音波画像を表
示部７１に表示させる。画像生成部５によって３次元画像データが生成された場合は、表
示制御部６は、その３次元画像データに基づく３次元画像を表示部７１に表示させ、Ｃ面
画像データが生成された場合は、そのＣ面画像データに基づくＣ面画像を表示部７１に表
示させる。
【００６０】
　以上のように、関心領域（ＲＯＩ）に含まれる領域については、超音波ビームの送信の
走査線密度が高くなるため、高精細な画像が得られ、また、関心領域（ＲＯＩ）以外の領
域については、並列同時受信を行って超音波ビームの送信回数を減らすことで、ボリュー
ムレートの低下を防止することが可能となる。また、各スライス面にて生成される受信ビ
ームの本数を同一とすることで、補間処理を施す必要がないため、画像処理が簡便になる
という効果がある。
【００６１】
（ステップＳ０７）
　表示部７１に表示されている画像を操作者が観察し、入力部７２を用いて関心領域（Ｒ
ＯＩ）の位置や形状を変えた場合（ステップＳ０７、Ｙｅｓ）、関心領域（ＲＯＩ）の位
置情報がユーザインタフェース７から制御部８に出力され、スキャンシーケンス決定部９
は、再び、超音波ビームの送信回数（送信の走査線密度）と並列同時受信数を決定する（
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ステップＳ０３）。そして、ステップＳ０３からステップＳ０６を繰り返し実行すること
で、新たな超音波画像を得る。
【００６２】
（変形例１）
　次に、変形例１について説明する。上記実施形態では、送受信部３は、関心領域（ＲＯ
Ｉ）以外の領域に対しても超音波ビームを送信したが、関心領域（ＲＯＩ）以外の領域に
対しては超音波ビームを送信しなくてもよい。これにより、関心領域（ＲＯＩ）に含まれ
る領域のみが超音波ビームで走査されるため、超音波ビームの送信回数が減り、ボリュー
ムレートの低下を防止してリアルタイム性を維持することができる。このとき、関心領域
（ＲＯＩ）に含まれる領域においては、上記実施形態と同様に、超音波ビームの送信の走
査線密度を高めて走査を行うことで高精細な画像が得られる。
【００６３】
　また、超音波ビームを送信していない領域（関心領域以外の領域）においては、画像生
成部５は、受信ビームが存在すると仮定して、各スライス面における受信ビームの本数を
同一にしてボクセルデータを生成し、そのボクセルデータに対して画像処理を施す。これ
により、画像生成部５における補間処理を省くことが可能となる。
【００６４】
（変形例２）
　次に、変形例２について説明する。変形例２では、表示部７１に表示されている３次元
画像の向きに合わせて、画面正面に存在する部位（例えば心壁）のみを高密度で走査する
。表示部７１に３次元画像が表示されている状態において、ユーザインタフェース７から
、その３次元画像の回転位置情報が制御部８に出力される。スキャンシーケンス決定部９
は、その回転位置情報に基づいて、図２（ｂ）に示す各スライス面について、画面正面の
領域の大きさに応じて、その領域内における超音波ビームの送信回数（送信の走査線密度
）を決定し、さらに、画像正面の領域以外の領域における超音波ビームの送信回数と並列
同時受信数を決定する。このように、画面正面の領域以外の領域においては、並列同時受
信を行って超音波ビームの送信回数を減らす。
【００６５】
　これにより、画面正面の領域においては超音波ビームの送信の走査線密度が高くなるた
め、その領域について高精細な超音波画像が得られる。また、画面正面の領域以外の領域
においては、並列同時受信を行って超音波ビームの送信回数を減らすことにより、ボリュ
ームレートを向上させることが可能となる。その結果、画面正面の領域において高精細な
超音波画像を取得しつつ、全体のボリュームレートの低下を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】この発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】２次元超音波プローブによって走査される領域を示す図である。
【図３】超音波画像を示す表示画面の図である。
【図４】関心領域（ＲＯＩ）を表すマーカを示す模式図である。
【図５】関心領域の内外における超音波ビームの送信回数と、受信ビームの本数を示す模
式図である。
【図６】この発明の実施形態に係る超音波診断装置による一連の動作を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００６７】
　１　超音波診断装置
　２　超音波プローブ
　３　送受信部
　８　制御部
　９　スキャンシーケンス決定部
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　１０　記憶部
　２１　超音波ビームの受信位置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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